
番号 資格・条件 給付金あるいは貸与額 義務 応募時期

①
専門実践教育
訓練給付金

入学前まで雇用保険に２年以上（初回申請者）加入して
いた方（２回目申請者は３年以上）。ただし、一旦入学
費用を学校に納付する。給付生となれば、６ヶ月ごとに
年２回給付を受ける。入学前の退職時期は原則１年以内
であるが、退職から入学までの期間がそれ以上の場合、
合理的理由（例えば、妊娠・出産、病気療養、その他の
理由など）により１９年間まで認められることがある。

本校看護学科や理学療法学科の場合、入学後３年間は支
給される。在学中は入学金や授業料の５０％。ただし、
支給上限額（４０万円）が設定されている。卒業の条件
を満たせば、さらに最大３０％までの追加支給がある。

途中で講座の学びを中止（退学、休学、留年）
すると、その時点で給付生の資格を喪失する。
ただし、それまでの給付金を返還する義務はな
い。ただし、６ヶ月ごとにハローワークに支給
申請すること。

授業開始の２週間前までにハローワークでの受給有資格
者の確認・登録の完了が必須。本年度は本校看学科や理
学療法学科が給付対象講座の指定を受けた場合、すぐに
残りの手続きを完了すると、新学期から給付生になるこ
とができる。上記の手続きが間に合わないと、給付生と
認められない。

②
教育訓練支援

給付金

①の条件を満たし、②の義務の全てを満たす必要があ
る。この制度は１回しか利用できない。また、特定の地
位（例えば、株式会社の取締役や監査役）についている
方は対象外。昼間講座のみに適用される。

２ヶ月毎に基本手当の６０％が支払われる（ただし、通
学日数により支給額は減少する）。例えば、基本給が月
２０万円であった場合、およそ１８万円（月額９万円）
が今年度６月から２ヶ月ごとに卒業まで支払われる（看
護学科および理学療法学科共に３年間支給）。

２ヶ月ごとにハローワークに支給申請するこ
と。適用条件としては、出席率８０％以上、離
職中（アルバイト原則禁止）、人生１回のみ、
講座開始時 ４５歳未満。この条件が満たされな
くなれば、その時点で給付金支給がストップす
る。ただし、これ（②）が停止しても、①は続
く。

同上

③ 第２種

申請は在学採用のみ。高校卒業以上の学歴（平均以上の
学歴）であること。申請者および生計維持者の所得等に
基づく貸与算定基準額が一定以下であること、および、
資産が５０００万円未満であること。具体的には、世帯
の状況によって収入の上限は異なるが、一応の目安とし
て、
•２人世帯（本人＋親１人）：約７１６万円
•３人世帯（本人＋親２人（うち1人無収入））：約８０
３万円
•４人世帯（本人＋親２人＋中学生）：約１，１１３万円
ほどと考えられる。

貸与してもらう月額は、２万円～１２万円から選ぶこと
ができる。貸与中に変更可能。さらに、国の教育ローン
を申請し、不支度になった場合、一時金（入学時特別増
額貸与奨学金）として入学した月の初回振込時に限り、
「入学時特別増額貸与奨学金（有利子）」を併せて借り
ることができる。

返還は卒業後７ヶ月目から始まる。利子（定率
か変動利息かどちらかを選ぶ）をつけた元利合
計を２０年以内で返還する。ただし、返還猶予
などの規定もある。教育ローンの返済は、⑨を
参照のこと。

第２種に加え教育ローン（あるいは入学時特別増額貸与
奨学金）を申請する場合、入学後の下記のタイミング
で、同時に申請しなければならない。
第１回募集：４月下旬～５月上旬（期限は５月１０日必
着など）
第２回募集：６月上旬～６月下旬（期限は６月１０日必
着など）

第１種

第一種（④）は第二種（③）に比べ所得制限やるバイト
などが厳しい。以下は一応の目安。２人世帯（本人＋親
１人）	
約７６１万円、３人世帯（本人＋親２人（うち1人無収１
入））約８０３万円、４人世帯（本人＋親１人＋親２人
（共働き）＋中学生）約８９３万円、５人世帯（本人＋
親２人＋中・小学生）約９５８万円。また学力基準は高
校時代は３．５以上。

自宅通学：２万円～５.３万円
自宅外通学：２万円～６万円。

無利子で貸与額のみを返還する。 国の教育ローンを希望する場合は同時に申請すること。

第１種と第２種の
併用

この場合、さらに条件や制限が厳しくなる。収入目安と
しては、２人世帯（本人＋親１人）約７１６万円、３人
世帯（本人＋親２人（うち１人無収入））約８０３万
円、４人世帯（本人＋親１人＋親２人（共働き※）＋中
学生）約８９２万円、５人世帯（本人＋親２人（共働き
※）＋中・小学生）約９５８万円。

⑤
修学学支援新制度

１区分

⑥
修学学支援新制度

２区分

⑦
修学学支援新制度

３区分

⑧
修学学支援新制度

４区分

社会人のための各種支援制度や奨学金（北都保健福祉専門学校）

④

これらの項目はそれぞれ１種と２種の条件に従う。

高校卒業日から２年以内の方のみがこの制度に申請できない。そのため、ほとんどの社会人学生は適用外となる（出願できない）。
ただし、社会人入学生の子供が同時にあるいは少し遅れて大学や専門学校に入学する場合、本制度に申請することは可能である。世帯の状況に応じて国の教育ローン申請もできる。ただ、これらの採否は世帯状況に依存す
る。

日本学生支
援機構
（JASSO)
奨学金

教育訓練給
付金

主な制度の名称



⑨
日本政策金
融公庫

（国の）
教育ローン

社会人入学生がこのローンだけに申請することはでき
る。さらに、ＪＡＳＳＯの奨学金や教育訓練給付金との
併用も可能である。

貸与額：１０万円、２０万円、３０万円、４０万円、５
０万円 から選択可。

１８年以内で返還プランが設定される。
返済開始時期は借入日の翌月から返済が始ま
流。ただし、在学期間中は「元金据置（利息の
みの支払い）」を選択できる場合がある。金利
は固定金利となる。

国の教育ローンのみを申請する場合、１月から３月まで
に申請できる。他の奨学金と同時に出願する場合は学採
用となるため、第１回募集：４月下旬～５月上旬（期限
は５月１０日必着など）。第２回募集：６月上旬～６月
下旬（期限は６月１０日必着など）。

⑩ 民間銀行 教育ローン 色々な教育ローンが用意されている。

⑪
医療機関提
供の奨学金

貸与型奨学金

旭川市内の病院では、本校学生となれば奨学金を出して
くれるところが２０施設ほどある。他の市町村の医療機
関のものにも申請できる。教育訓練給付金と併用が可能
であるか、この契約が貸与型か給付型により、教育訓練
給付金の給付金が異なることにある。

月額平均５万円（３～７万円ほどの幅がある）ほどが多
い。

卒業後は一定期間その医療機関に努める義務が
ある。これを履行できないときは、一括返還を
求められることが多い。注意すべきは、貸与型
奨学金が就職後に給付型となった場合、過払い
の教育訓練給付金を返還しなければならなくな
る。そうしないと、不正受給となる。

応募は随時が多いが、医療機関によっては定員があるた
め、早い目の応募が望ましい。

⑫
地方自治体
奨学金

奨学金・給付金

市町村で奨学金の貸与や給付金を提供しているところに
連絡し、申請者の条件、貸与や給付金額、さらには、返
還条件などを確認して欲しい。公表していないが、希望
者があれば対応するというところもある。

月額４～５万円ほどが多い。 卒業後の就労義務があるところが多い。 同上

⑬
地方自治体
の支援制度

奨学金
返還補助事業

旭川市若者地元定着奨学金返済事業など全道や全国の市
町村で奨学金の返還を支援するところがある。

旭川市：年７万円×３年間＝２１万円、当麻町：年２４
万円×３年間＝７２万円、美幌町：上限年２０万円×１
０年間＝２００万円、仁淀川町（高知県）：最大年２４
万円×１５年＝３６０万円など様々であるが、多くは２
０～３０万円。

就職する地方自治体が支援する。人口密度が低
いところほど高額。

卒業後の就職先の市町村にあらかじめ相談するのが良
い。

⑭ 北海道
北海道看護職員
養成修学資金

道内で看護業務に従事する意思がある人 月額３.６万円を貸与。
道内にの指定施設で一定期間働くと、返還免除
になる。年齢制限が明記されていないが、自治
体ごとに要件あり。

入学後に学校を通じて行う。

⑮
旭川市子育
て支援部の
補助制度

旭川市自立支援
教育訓練給付金

ひとり親家庭の父または母であること。自立支援相談員
と事前相談すること。過去にこの制度の給付金を受けて
いないこと。進学する学校の学科が厚生労働省の教育訓
練給付金認定講座であること。半年ごとに継続申請する
必要あり。

ひとり親であり、国の制度（①）の給付生になった場合
は、卒業し就職後に国の制度の差額を受給できる。ただ
し、本校入学時点での対応を市に届ける必要あり。ま
た、①）の給付生として認定されなかった場合は、市に
相談することで、旭川市自立支援教育訓練給付金の受給
を受けることができる。この場合、年間４０万円×３年
間（看護学科１２０万円）あるいは４０万円×４年間
（理学療法学科１６０万円）。

中途で休学する場合は、先ずは市担当部署に相
談すること。半年ごとの継続申請をする必要が
ある。

３月までに相談員と相談し、この制度に該当者であるこ
とがわかると、４月の入学後にこの制度の申請をするこ
とになる。

⑯
旭川市子育
て支援部の
補助制度

ひとり親家庭高等職業
訓練促進給付金

看護師や理学療法士を目指す社会人で、ひとり親家庭の
父あるいは母であること。児童扶養手当の支給を受けて
いるか、同様の所得水準であること。母子・父子自立支
援員と話をし必要と認められること。就業または育児と
就業両立が困難であること。同種の他の制度を受けてい
ないこと。また、①の教育訓練給付金との併用は可能で
あるが、②とはできない。そのため、②と⑫のどちらか
一つ（有利な方）を選ぶことになる。半年ごとに継続申
請する必要あり。

市民税非課税世帯：月１０万円（卒業年次は１４万
円）。　市民税課税世帯：月７万円（卒業年次は１１万
円）。その他終了後に一度、５万円（非課税世帯）ある
いは２．５万円（課税世帯）を支給される。最大４年間
の支給。

途中で休学すると停止になるが、復学ととも
に、再開はある。完全に学習をやめる場合、そ
れまでの支給金の返還義務はない。



⑰
北海道母子
寡婦福祉連
合会

ひとり親家庭高等
職業訓練促進

給付金
（入学・就職準備金）

教育訓練給付金の給付を受けている人は対象外。その他
の給付制度との併用も不作為できないことがある。ひと
り親の就学や就職のための一時金の貸付。

入学準備金５０万円以下。就職準備金２０万円以下。
卒業後１年以内に道内に就職し、５年以上の勤
務で返還が免除される。

４月１０日までに入学や就職をしていること。

⑱
その他の
支援制度
（１）

あしなが育英会

親が遺児や障害者であり、高校卒業後はたらかざるを得
なかったという場合など、社会人経験者といえども、こ
の育英会の条件を満たせば、奨学金あるいは入学支度金
制度などの支援を受けられることがある。ただ、年齢制
限などがある。

⑲
その他の
支援制度
（２）

自然災害・家計急変
奨学金

社会人でも対象となる支援制度がある。ＪＡＳＳＯ災
害・家計急変奨学金、修学支援新制度（給付型）、自治
体／ＮＰＯ支援。専門実践教育訓練給付金など。個々人
の状況により判断される。

注意事項
１）黄色カラムの⑤～⑧は社会人に該当しない。しかし、その方の子供達は該当する可能性がある。
２）給付制度や奨学金によっては年齢制限がある場合もある（特に、民間の医療機関が提供するものなどで）。
３）複数の制度が併用できるか否かはそれぞれ問い合わせが必要となる。


